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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月３１日 ００時４６分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市太東
たいとう

埼東方沖  

 太東埼灯台から真方位１３５°６.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１４.３′ 東経１４０°３０.０′） 

事故の概要 貨物船清島
きよしま

丸は、南西進中、また、液体化学薬品ばら積船宝
ほう

伸
しん

丸

は、北東進中、両船が衝突した。 

両船は、船体に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 清島丸、４９９トン 

   １３７０１１、鈴与海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

７６.３８ｍ×１２.３０ｍ×６.８５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成１３年１１月 

Ｂ 液体化学薬品ばら積船 宝伸丸、４９８トン 

   １４１３０６、東明汽船有限会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

６４.４６ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２２年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年７月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２８年７月３日 

航海士Ａ 男性 ６３歳 

三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年９月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年６月３日 

    免状有効期間満了日 平成３０年８月３１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 
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四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年６月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月４日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月５日 

航海士Ｂ 男性 ６６歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年６月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年７月３日 

    免状有効期間満了日 平成３１年７月２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に凹損等 

Ｂ 船首部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南南西、風力 １、視程 約０.２Ｍ 

海象：海上 平穏 

千葉県沖には、７月２７日２１時０７分に濃霧注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、コンテナ３４個

を積載し、平成２７年７月３０日１７時１０分ごろ、京浜港横浜区に

向けて法定灯火を表示し、茨城県常陸
ひ た ち

那珂
な か

港を出港した。 

 船長Ａは、２３時４５分ごろ昇橋した航海士Ａに船橋当直を引き継

ぐ際、視程が１Ｍ以下となった場合や不安を感じたら報告するように

指示した後、降橋した。 

 航海士Ａは、１人で船橋当直に当たり、房総半島の東方沿岸を約１

０.４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南西進し、３１

日００時２０分ごろ霧で視界が悪くなったことを知ったものの、単独

で同当直を続けた。 

航海士Ａは、太東埼東方沖を南西進中、自動衝突予防援助装置（以

下「ＡＲＰＡ」という。）付レーダーを６Ｍレンジでコースアップと

し、中心を約２Ｍ下方に移動させて表示していたところ、Ａ船の右舷

船首３Ｍ付近にＢ船の映像を認め、そのレーダー映像にカーソルを合

わせ、その方位の変化を観察した。 

航海士Ａは、少しだけ右転すればＢ船と左舷を対して通過できるも

のと思い、約３°右転したところ、Ｂ船が左転してＡ船に向首したよ

うに見えたので、少しだけ左転すればＢ船と右舷を対して通過できる

ものと思い、約３°左転して航行を続けた。 

Ａ船は、Ｂ船と約０.２Ｍに接近する状況となり、航海士Ａが、衝

突の危険を感じ、警告信号を吹鳴した後、左舵一杯としたものの、０

０時４６分ごろその右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

昇橋した船長Ａは、衝突時刻及び衝突場所を確認し、海上保安庁に

本事故の発生を通報した。 
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Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、空倉で、３０日

１６時４５分ごろ、茨城県鹿島港に向けて法定灯火を表示し、千葉県

千葉港を出港した。 

 船長Ｂは、２２時４５分ごろ昇橋した航海士Ｂに船橋当直を引き継

ぐ際、視界が悪くなったら、レーダー２台で監視し、視程が２Ｍ以下

になれば報告するように指示した後、降橋した。 

 航海士Ｂは、１人で船橋当直に当たり、房総半島の東方沿岸を約１

１.０kn の速力で北東進し、３１日００時００分ごろ通過した反航船

などから視程が約０.３Ｍとなったことを知ったものの、単独で同当

直を続けた。 

航海士Ｂは、太東埼東方沖を北東進中、ＡＲＰＡ付レーダーを６Ｍ

レンジでヘッドアップとし、中心を約３Ｍ下方に移動させて表示して

いたところ、エコートレイル機能からほぼ正船首６Ｍ付近に反航する

Ａ船を、その手前約０.５Ｍに反航船（以下「第三船」という。）をそ

れぞれ認めた。 

航海士Ｂは、右転して第三船と左舷を対して約０.２Ｍ隔てて通過

した後、Ａ船も同様の進路で通過すると思い、元の針路線に戻そうと

してＡ船の船尾方と思われる方向に向けて左舵を取ったところ、Ａ船

から汽笛が聞こえ、ほぼ正船首至近にＡ船の右舷灯及びマスト灯２個

を視認し、右舵一杯、機関を中立運転とした。 

Ｂ船は、右回頭中、ほぼ同じ速力で、その船首部とＡ船の右舷船尾

部とが衝突した。 

航海士Ｂは、衝突時刻及び衝突場所を確認し、船長Ｂに衝突したこ

とを報告した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２  

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、１７歳ごろから内航船の乗船経験を有し、Ａ船には平

成２７年３月から乗船しており、健康状態に問題はなかった。 

航海士Ｂは、漁船に約３０年間乗船した後、約９年前から内航船に

乗船するようになり、Ｂ船には平成２７年６月から乗船し、健康状態

に問題はなかった。 

航海士Ａ及び航海士Ｂは、視界制限状態となっても、就寝中の乗組

員を気遣い、霧中信号を行わなかった。 

Ａ船には、安全管理規程による運航基準があり、視程が５００ｍ以

下になった時には、見張り員の増強による当直体制の強化及び安全な

速力とすること等が定められていた。 

Ｂ船には、安全管理規程による運航基準があり、視程が２Ｍ以下に

なった時には、見張り員の増強による当直体制の強化、機関を用意し

状況により減速すること、避航動作をとる場合は、十分余裕のある時

期に、他船に接近しない程度に大角度で変針するか減速すること等が
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定められていた。 

航海士Ａは、航行に慣れた海域であり、自分１人で不安を感じなか

ったので、船長Ａに視界制限状態となったことを報告しなかった。 

航海士Ｂは、臨時でＢ船に乗船していたので、停泊中の荷役や出港

作業で疲れている船長Ｂを気遣い、視界制限状態となったことを報告

しなかった。 

航海士Ａ及び航海士Ｂは、就労時間等に問題はなく、睡眠不足の状

態ではなかった。 

両船の運航会社の担当者は、訪船して安全会議を開いて事故例など

を紹介し、事故発生防止のための啓蒙を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧で視界が制限されている状況下、太東埼東方沖において

南西進中、航海士Ａが、レーダーによる見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ｂ船が転針してＡ船の前路に向かう態勢となって接近

する状況となったことに気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

航海士Ａは、船長Ａから視程が１Ｍ以下となった場合や不安を感じ

たら報告するように指示されていたものの、航行に慣れた海域であ

り、自分１人で不安を感じなかったので、視界制限状態となったこと

を船長Ａに報告せず、単独で船橋当直を続けたことから、見張り員の

増強による当直体制強化等の措置が講じられなかったものと考えられ

る。 

Ｂ船は、霧で視界が制限されている状況下、太東埼東方沖において

北東進中、航海士Ｂが、レーダーによる見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ａ船の前路に向けて転針したものと考えられる。 

航海士Ｂは、船長Ｂから視程が２Ｍ以下になれば報告するように指

示されていたものの、停泊中の荷役や出港作業で疲れている船長Ｂを

気遣い、視界制限状態となったことを報告せず、単独で船橋当直を続

けたことから、見張り員の増強による当直体制強化等の措置が講じら

れなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、霧で視界が制限されている状況下、太東埼東方沖

において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北東進中、航海士Ａが、レーダー

による見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船が転針してＡ船の

前路に向かう態勢となって接近する状況となったことに気付かずに航

行し、また、航海士Ｂが、レーダーによる見張りを適切に行っていな

かったため、Ａ船の前路に向けて転針し、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限時には、レーダーを用いて常時適切な見張りを行うこ

と。 

 ・安全管理規程の運航基準を遵守すること。 

 ・船長の職務上の指示を遵守すること。 

 ・船舶運航会社は、管理する船舶の乗組員に対して安全管理規程の

遵守について指導を徹底すること。 
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時 刻 
船    位    

対地針路 対地速力 
北 緯 東 経 

（時：分：秒） ( °- ′- ″) ( °- ′- ″) （ °） （kn） 

00:30:24 35-17-25.5 140-34-31.6 217.5 10.6 

00:32:22 35-17-08.6 140-34-16.1 215.7 10.7 

00:34:23 35-16-51.5 140-33-59.9 216.9 10.7 

00:36:21 35-16-34.3 140-33-44.3 217.1 10.8 

00:38:23 35-16-16.5 140-33-29.2 215.6 10.6 

00:40:52 35-15-55.5 140-33-10.7 213.9 10.8 

00:42:23 35-15-41.0 140-32-59.4 213.9 10.9 

00:44:23 35-15-24.2 140-32-42.9 228.9 10.7 

00:46:24 35-15-07.4 140-32-34.6 138.0  8.1 

 

 

   

 

時 刻 
船    位    

対地針路 対地速力 
北 緯 東 経 

（時：分：秒） ( °- ′- ″) ( °- ′- ″) （ °） （kn） 

00:31:04 35-13-20.4 140-30-10.9 041.2 11.7 

00:32:05 35-13-29.6 140-30-20.1 038.2 11.8 

00:34:03 35-13-47.3 140-30-38.2 040.4 11.7 

00:36:04 35-14-05.5 140-30-55.8 034.6 11.5 

00:38:05 35-14-25.2 140-31-11.1 034.8 11.3 

00:40:03 35-14-43.8 140-31-26.4 051.6 11.2 

00:42:03 35-14-54.6 140-31-51.4 065.7 11.4 

00:44:03 35-15-01.0 140-32-18.8 063.7 11.0 

00:46:03 35-15-12.4 140-32-32.2 162.3  4.7 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針 

路は真方位である。（船首方位のデータはない） 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 


